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議会事務局職員出席者

議会事務局長 嶋 津 宣 美 書 記 船 山 厚 子

午前１０時００分 開 会

〇議長（須藤正人君） おはようございます。

これより平成22年第５回八峰町議会臨時会を開会します。

ただいまの出席議員数は14名です。定足数に達しておりますので、これより本日の

会議を開きます。

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、八峰町議会会議規則第117条の規定により、９番山本優人君、10

番佐藤克實君、11番阿部栄悦君の３名を指名します。

日程第２、会期の決定を議題とします。本臨時会の会期は、本日１日限りとしたいと

思いますが、ご異議ありませんか。

（「異議なし」と叫ぶ者あり）

〇議長（須藤正人君） 異議なしと認めます。したがって、本臨時会の会期は本日１日限

りと決定しました。

日程題３、諸般の報告を行います。

加藤町長より発言を求められておりますので、今議会提出議案の提案と併せてご報

告願いします。加藤町長。

〇町長（加藤和夫君） 皆さん、おはようございます。

朝夕めっきり冷え込み、本格的な寒さを間近に迎えることとなりました。

さて、本日、平成22年第５回八峰町議会臨時会を招集いたしましたところ、議員の

皆様にはお忙しいところご出席をいただき、誠にありがとうございます。

まずは、９月20日に発生した山の遭難事故について申し上げます。

議員の皆様方も新聞報道などでご承知のことと存じますが、ブナの森公園に近い水

沢山地内に岩子の鈴木金治さんが９月20日の朝、マイタケ採りに出かけたまま家に帰

らないと翌21日午前11時過ぎに家族から連絡があり、同日正午には捜索の要請があり

ました。町では、要請を受けて午後２時に遭難対策本部を設置し、対策会議を開催し

て善後策を協議しました。会議後直ちに捜索を開始しましたが、発見に至らず、翌22

日から24日まで警察・消防署・消防団・地域住民及び役場職員など総勢258名による捜
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索を実施しました。

捜索場所の山は急峻で、しかも連日の悪天候も重なり、二次災害の恐れもあるため、

捜索は困難を極めましたが、22日には本人の物と思われる飲みかけの缶コーヒーを。

また、翌23日には手製のリュックサックを発見し、鈴木さんの発見は時間の問題と思

われましたが、結局は発見に至らず、24日午後４時を持って町による捜索を打ち切り

ました。その間、警察犬の導入・防災ヘリの４回の出動・消防レスキュー隊による捜

索など町としても出来る限りの手立てを講じましたが、発見できなかったことは無念

でなりません。改めましてこの場をお借りし、捜索にご協力していただいた関係各位

に対し、衷心よりお礼と感謝を申し上げます。

なお、その後も鈴木家では親族を中心に懸命の捜索を行っているとのことですが、

未だに発見に至っておりません。遭難してから１ヶ月以上経過しており、鈴木さんの

安否が懸念されますが、１日も早い発見を念願しております。

捜索状況の資料を配布しておりますので、ご覧になっていただきたいと思います。

また、10月17日午後０時40分頃、滝の間地区と椿地区で突風が発生し、住家４棟と

非住家２棟、磯船１隻に被害がありました。被害の状況は、玄関ガラス戸破損、屋根

トタン一部剥離など被害程度はそれほど大きくなく、しかも、人的な被害がなく、ま

ずは一安心したところであります。秋田気象台からの報告によりますと、滝の間地区

の突風は竜巻と推定されております。椿地区の現象は特定されておりません。

９月議会定例議会以降、さまざまな行事や催しがありましたが、「んめもの祭り」

などいずれも盛況でありました。

一昨日に開催いたしました日沼賴夫博士の文化勲章受章記念講演会並びに祝賀会に

は議員の皆様からもご隣席を賜りお礼申し上げます。おかげさまで講演会には200名あ

まりの方が、祝賀会には82名の方から出席していただき、日沼博士も大変喜ばれてお

りました。日沼博士の益々のご活躍とご健勝をお祈り申し上げる次第であります。

それでは、今議会に提案している議案の概要についてご説明いたします。

議案第100号、町道路線の認定については、県道常盤峰浜線、石川バイパスの完成に

伴い旧道となる区間を町道と認定しようとするものであります。

議案第101号、平成22年度一般会計補正予算（第７号）は、既定額に628万６千円を

追加して歳入歳出予算の総額を55億5,501万２千円とするもので、主な内容としては町

道大沢大信田線塙バイパス路線測量設計業務委託費を減額し、町道蝙蝠渕線測量設計
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等業務委託費及び改良工事費を予算措置するものなどであります。

以上、今議会臨時会の議案は２件であります。詳細については、各議案提案の際、

説明させますので、よろしくご審議の上、適切なご決定を賜りますようお願い申し上

げます。

以上であります。

〇議長（須藤正人君） 議長報告につきましては、別紙報告書のとおりであります。朗読

は省略させていただきます。

日程第４、議案第100号、町道路線の認定についてを議題とします。当局の説明を求

めます。武田建設課長。

〇建設課長（武田 武君） おはようございます。

それでは、議案第100号、町道路線の認定についてをご説明いたします。道路法第８

条第２項の規定により町道路線を認定することにより議会の議決を求めるものでござ

います。

認定路線についてでございます。路線名、石川大野線。起点、八峰町峰浜石川字石

川220番地１地先。終点、八峰町峰浜石川字大野８番地４地先でございます。延長、87

1メートル。幅員は6.0～16.0メートルでございます。

平成22年11月５日提出

八峰町長 加 藤 和 夫

提案理由でございます。県道常盤峰浜線石川バイパス完成に伴い、旧道となる区間

を町道として引き継ぐため、町道認定しようとするものでございます。

裏面に現地の写真をつけておりますが、今日の臨時議会の建設課の資料としてお手

元に配付しております資料をご覧いただきたいと思います。

１ページ目、黄色い部分が今回バイパスとして、県が工事施工したもので、赤い部

分が町道として引き継ぐものでございます。

２ページ目に県の道路台帳による図面で、その詳細な場所を示しております。県道

の取り付け部分の県の管理ということで、起点・終点を赤で示しているところです。

また、３ページ目には、旧道引継ぎに関する覚書を参考として添付しております。

今回、町道認定していただきまして、今年の冬の除雪を含めた維持管理、この計画

等を町で施行するため今回、町道認定を提案しておりますのでよろしくお願いいたし

ます。
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説明は以上です。

〇議長（須藤正人君） これより議案第100号について質疑を行います。質疑ありません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（須藤正人君） 質疑がないようですので質疑を終わります。

これより討論を行います。討論ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（須藤正人君） 討論がないようですので討論を終わります。

これより議案第100号を採決します。お諮りします。本案は原案のとおり決定するこ

とにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（須藤正人君） 異議なしと認めます。したがって議案第100号は原案のとおり可

決されました。

日程第５、議案第101号、平成22年度八峰町一般会計補正予算（第７号）を議題とし

ます。当局の説明を求めます。伊藤副町長。

〇副町長（伊藤 進君） どうも皆さんおはようございます。

議案提案前に私事ですが前回の９月定例会におきまして、皆様方から同意いただき

まして本当にありがとうございました。

私も久しぶりにこういうふうに皆さんの前で喋る機会ですので果たして皆様方の気

に入るとおりにできるかはわからないですけれど、出来るだけ議員の皆様にご理解い

ただけるように、わかりやすい説明に心がけたいと思いますのでよろしくお願いした

いと思います。

それからもう一つ、今回最初ですので今回の補正予算関係ですね、これについて若

干、町の考え方というのですかね、いろいろ説明してご理解いただきたいなと思いま

す。我々行政は予算作る段階においてですね、前年度の実績、それからその年に見込

まれる事業量と見込みながら予算計上するわけです。ただ、現実的に予算執行してい

きますと、災害があったり、また実際に見込んだ事業量よりも事業量が増えたりして

ですね、どうしても町民サービスという面から行きますと臨機応変に対応しなければ

ならない場面が多々あるということであります。そういう場合には流用は出来るだけ

避けていかなければ行きたいとは思っているわけですけども、どうしても同じ節内に
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ですね、予算がありますと先食いをしながら最終的にそれを補正するという形で議員

の皆さんに理解を求めて行きたいと。そういう形も多々ありますのでなんとかその辺

については、あくまでも町民サービスを優先するという形の中でそういう手法をとっ

ていますので、ご理解いただきたいと思います。

そういうことで、私の方から議案第101号、平成22年度一般会計補正予算（第７号）

についてご説明いたします。

平成22年度八峰町の一般会計補正予算（第７号）は、次に定めるところによる。今

回、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ628万６千円を追加いたしまして、それぞ

れの総額を55億5,501万２千円とするものであります。

なお、今回の補正財源に一部過疎債を使っておりますので、地方債の変更も一部行

うということでございます。そういうことで、事項別明細にしたがって説明して行き

たいと思いますので、まず４ページの方をご覧いただきたいと思います。ただいま申

し上げたように補正財源が一般財源として繰越金を358万６千円補正したいと。それか

ら町債として270万円を活用したいと。併せて628万６千円をもって補正したいという

ことであります。この町債につきましては、その前の３ページの方に過疎対策事業債

ということで限度額変更をかけています。270万円増えるということでかけております

のでよろしくお願いしたいと思います。そして、今言いました270万円につきましては、

土木費の方に対応させたいということで詳細につきましては歳出の方の予算の説明の

中でしたいと思います。

それでは６ページ。まず、歳入であります。19款繰越金１項１目繰越金ですが、た

だいま申し上げたように一般会計の繰越金358万６千円を見込んでおります。それから、

21款の町債１項４目の土木債ですが、これにつきましても先ほど説明申し上げたよう

に実は当初予定しておりました町道の大沢大信田線塙バイパス事業がですね、一部、

地権者の同意がなかなか難しいということで、事業変更をせざるを得なくなったと。

そういうことで、変更する代わりに町道蝙蝠渕線を改良事業というものを、これを切

り替えるということで、その中で差し引きしたら270万円過疎債を使わざるを得ないと

いうことで、270万円の補正になっております。細節のところで町道大沢大信田線塙バ

イパス線の新設事業。これにつきましては970万円減額します。それから、町道蝙蝠渕

線を改良事業については、過疎債を1,240万円使いますと。

従いまして、差し引きしますと、270万円を今回補正したいということでございます。
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それでは、歳出の方についてご説明いたします。

７ページですね、最初、議会費。１款議会費１項１目議会費ですが、特別旅費とし

て17万円を補正したいということであります。これの内訳ですが、先ほど言いました

ように我々事務サイドのミスといえばミスなのですが、当初実は計上しておかなけれ

ばならなかった東北三県の議長の研修会の旅費が一部漏れてあったと。それが８万7,5

00円であります。これ、実際には８月25～27日に行われたものであります。それから、

20日から22日にかけて21日に関東ふるさと会があるわけですけど、それに副議長が一

緒に行くということで８万3,900円、これを合わせまして、17万円を今回補正するとい

うことになります。

それから次に企画費２款１項６目。この企画費の予算ですが、11万円を補正したい

ということであります。これにつきましては皆様もご承知のように今までも秋大の教

育学部とは旧岩館小学校を使いながらですね、いろいろ連携して来たわけですけども、

今回、12月20日に教育学部だけでなくて学校全体とですね、連携したいと。協力適用

したいということで、それに関わる予算でございます。大きく言いますと八峰町と秋

大がいろいろな分野で連携をとりながら町の発展のためにつなげていきたいと。その

ための提携であります。そういうことで、需用費消耗品につきましてはそれに関わる

いろんな細かいものでありますが、食糧費につきましては基本的にあとで懇親会をや

るって、町の分ですね。町長、私、教育長、議長の４名分で２万円ということで、併

せて８万２千円です。それから役務費につきましては、案内する切手代とか、それか

ら手数料については、白布のクリーニング代でございます。

それから８ページ、９目の自治振興費ですが、これにつきましては町有バスＥバス

ですけどもスタットレスタイヤ４本を替えたいということで、今回冬が来るというこ

とでいろいろ点検した結果、Ｅバスのタイヤが今回取り替えないといけないなという

ことで６本取り替えるということで、15万８千円を計上しております。

それから農林水産業費６款２項２目林業振興費ですが、これにつきましては、J－VE

RクレジットのＰＲ活動の旅費が主なものでございます。J－VERクレジットについては

皆さんご存知のとおり、いろいろ地球温暖化の関係で酸素の排出を削減したり、吸収

するものについてはそれを企業に売ったりなんだりするということで、同時にこれに

ついて今、国の方へ八峰町もやりたいと申請しておりますので、それに合わせて八峰

町の町有林から発生するその酸素の量について買い取ってもらいたいということで、
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出張するということでその旅費が主なものであります。あと、森林ＧＩＳ事業の

フォーラムに参加する費用としてこの中に３万4,800円あるわけですけども、今現在山

の管理につきましては、平場については国調といいますか地籍調査をやっているわけ

ですけれども、山全体地籍調査をやるとなりますとかなり困難でありますし、経費が

かかるということで、いずれ来年度から森林ＧＩＳ事業というものを導入したいと。

これは衛星を使った今まで林班図というものを使ってほとんど森林事業をやっている

わけでありますけれども、それよりも衛星を使っていろいろ座標を取ったり、その林

種とか林齢とかを確定しながらもっと正確に山の管理をしたいということで、この事

業をまずやりたいということで、このためのフォーラムに参加する費用を一部取って

あります。併せて48万１千円であります。あと、自動車の使用料につきましては、高

速代であります。

それから、３目の林道整備費、９ページでありますが、これにつきましてはですね、

先ほど先食いもありえるという話をしたのですが、それなりに現実に林道の維持管理

費であるわけですけど、それなりに予測しながら維持管理費とっているのですが、９

月20日21日に大雨が降りまして、青秋林道の路肩が壊れたと。これはやっぱり緊急的

にやらなければいけないということで、ある予算の中で先食いしながらやらせていた

だいたと。その分で役務費としましては、使った作業員の賃金として36人分。それか

ら、そのとき２トンダンプそれからバックホーンの重機も使っておりますので、使用

料及び賃借料として54万４千円、それから原材料として土嚢とかズリとか。これは、

ふとん籠の工法でやっていますので、そのために主に使ったということであります。

合わせて林道整備のところで123万８千円を今回補正したいということであります。

それから７款１項３目の観光費ですが、今回13万６千円を補正したいということで、

これにつきましても、14節使用料及び賃借料として玄関マットのリース料ということ

で・・・。これも当初予算にある程度取っていたのですが、実は海浜プールの方の清

掃に思ったよりお金がかかってしまってある程度先食いせざるを得なかったと。そう

いうことで、改めて６か月分を計上させていただいたと、10万６千円。それから借地

料、これにつきましては完全に我々の行政側のミスでありますけれども本来であれば

当初予算で予定しなければならなかったのですが、落合と東能代にあるポンポコ山・

ハタハタ館の案内看板といいますかそれの借地料でございます。で、これなんで落と

してしまったかというと実はこれ今までポンポコ山があるときにはポンポコ山の方で
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払っていましたからポンポコ山があのとおり解散してなくなったということで、その

段階で本来であれば当初予算に計上しておかなければならなかったものがしていな

かったということで大変申し訳ありませんが今回まあ３万円補正させていただきたい

ということであります。

次に10ページ。８款の土木費２項の道路橋梁費１目の道路維持費ですが、先ほど説

明しましたが、歳入のからみもあるんですが、当初蝙蝠渕線の交差点の補修工事とい

うことで、これは道路維持費の中でやりたいというふうに考えていました。ところが

先ほど言いましたように、バイパスの塙大信田線ですか、大信田大沢線の塙バイパス

が一部地権者の同意が取れなくてやれなくなったということで。蝙蝠渕線そのものを

道路改良事業の中で事業変更しながらやるということで、そういうことで道路維持費、

今まで持っていたものを169万１千円を減額するという。そして、改めて２目の方で関

連ありますが、２目の道路新設改良費の方でその事業を延期することで、町道大沢大

信田塙バイパス線の測量設計委託料を2,500万円減額すると。合わせて町道蝙蝠渕線の

測量設計委託料を新たに800万円追加するということで差し引きマイナスの1,700万円

減額したいというものであります。それに合わせて工事を道路改良の方でやりますの

で、その工事費として町道蝙蝠渕線改良工事ということで2,200万円。延長で950メー

トルですけれどもこれをやりたいということでございます。あわせて道路新設改良費

の方は差し引きしますと500万円の増額でございます。

それから最後の次のページの11ページ。８款土木費５項１目の住宅管理費。需用費6

8万円を補正したいということで、修繕料68万円計上しております。これにつきまして

は、町営住宅分でありまして、この内訳は、夕凪団地それから夕凪第二団地、かもめ

団地あわせて８基の灯油のホームタンクを入れ替えたいと、それが48万円でございま

す。それから、かもめ団地のキッチンＩＨコンロ交換20万円、１台分で合わせて68万

円を今回補正したいということになります。これにつきましては、今までいろいろで

すね、合併協議の段階からその町営住宅の中の維持管理についていろいろ協議して決

めた経緯があるわけですけども、なかなかこの社会の変遷に伴いまして人の出入りが

激しかったりしてですね、どこまで行政が持ってどこまで個人に負担させればいいの

かというのがなかなか今のところ検討しているわけですけども、いずれ今回の分につ

いてはもうどうしてもタンクについては油が漏ってどうしようもない。それから、Ｉ

Ｈのコンロについても使用に耐えないということで今回これについてはなんとか認め
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ていただきたいと。これ以降の町がどこまで持つか、そしてどういう計画でやるかと

いうことはですね、この後の12月定例議会、または、新年度予算に向けてですね、

しっかりしたものを作りながら議員の皆様に提示して行きたいと思っておりますので、

なんとか一つよろしくお願いしたいと思います。

そういうことで、今回、合わせて628万６千円の追加補正でありますが、よろしくご

審議決定賜りますようよろしくお願いいたします。

〇議長（須藤正人君） これより議案第101号について質疑を行います。質疑ありません

か。５番門脇直樹君。

〇５番（門脇直樹君） ７款商工費３目観光費14節使用料及び賃借料。副町長の説明では

玄関マットリース料が海浜プールの清掃に思ったよりお金がかかったためということ

ですが、海浜プールはね、ボランティアでも清掃等にかなり協力していると思います。

そのほか監視員、遊泳客の事故があれば補償問題、お金をかけて作った割には周りの

商業者に波及効果があるかといえば、マイナス要素の方が大きい。維持管理にお金が

かかっていくのは先々ね、かかっていくのは、もうわかりきっていることです。この

辺、どう町として対応していくのか。海浜プールのあり方としてね。どう対応してい

くのか。説明をお願いします。

〇議長（須藤正人君） 須藤産業振興課長。

〇産業振興課長（須藤德雄君） 門脇議員のご質問にお答えします。

海浜プールについては、これは県の漁港の方の関連の事業として始まっております。

それに今度は、町の方でそこを海浜プールとして、観光面で使って行こうということ

で進んだわけでございますが、議員がおっしゃるとおりにかなりの管理であるとか、

人件費等もかかっておるわけでございます。県の方でも悠遊会館がありますけれども、

あそこが県の施設になっておりますので、そのさまざまな修繕というものもかかって

まいります。そういうことで、県の方でも指定管理を受けるという町の方ですべてを

賄ってもらえないかという話も来ていますので、ますますあそこの施設については、

これから町の負担が増えていくのではないかなと思われるわけでありますが、依然と

してあそこを海水浴として使って下さる観光客もおりますし、また、あきた白神体験

センターですか、あちらの方のシーカヤックの場所としても使われているということ

でございますので、議員の気持ちというか考えはわかるわけでございますが、もう少

し観光面でどういう使い方があるのか、それからまた別の考え方・使い方があるのか
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というものをお時間いただければこちらの方もいろいろ考えてまいりたいと思ってい

るところでございます。

〇議長（須藤正人君） ほかに質疑ありませんか。５番門脇直樹君。

〇５番（門脇直樹君） 課長の説明も分かるし、確かにカヤックで体験センター等で使用

しているのも分かります。観光客も若干来ているのも分かります。

しかし、海浜プールが出来てからね、かなりの年月が経っていると思うんですよ。

その間ね、なんらそういうマイナス面に対しての町は対応もしていないしね、言われ

たから対応を考えていくでなくね、やはりマイナス面が大きければそれなりの当局の

対応が当然必要になってくると思われるですよ。ですから、今現在の使用状況も分か

るんですが、あえてこれから先ね、海浜プールをどういう方向に持っていくのか、も

う少し説明お願いします。

〇議長（須藤正人君） 須藤産業振興課長。

〇産業振興課長（須藤德雄君） もう少しと言われましても、現段階では先ほどの答弁を

超えるような話は私としては出来ませんので、そういうことであります。

〇議長（須藤正人君） ほかに質疑ありませんか。１番松岡清悦君。

〇１番（松岡清悦君） ２点についてお尋ねをいたします。

まず、10ページの大沢大信田線塙バイパスの設計委託料ですが、今回地権者の同意

が得られないということで、減額補正なわけです。いずれ、相手方いわゆる地権者が

ある場合は、ないわけではない発生する可能性は多いわけですが、当初計画した時点

で、どの程度までその地権者との話し合いでスタートするのか。

まあ、今回この2,500万円の設計委託料を計上するに当たって、当然、路線あるいは

地権者、全部明らかになった時点で計上したと思われるわけです。

ただ、進んでいってみたらなかなかその思うように行かなくてまあ同意が得られな

いということで断念するんだろうなというふうに思うわけですが、またこれで工事が

先送りになってしまう。いずれ、過去にも何度かあったケースでありますが、あらか

じめその相手方が見えているわけですから、ある程度の確約を持った上での工事着

工・計画これをするわけだと思うわけですが、この点についてお尋ねをいたします。

それからもう一点。住宅管理費の中で、いずれ前にも私、危険な部分。いわゆるガ

スであるとか灯油であるとか。こういう部分については、定期的にチェックをしなが

ら維持管理をするべきではないかという一般質問でも取り上げたわけですが、今回そ
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の一部の修繕をするということであります。まあ、先ほどの副町長の説明の中には灯

油のタンクが８基で48万円と。私計算したら１基６万円かかる。今、灯油タンクはほ

とんどの家庭で付けているわけで、皆さん自分のものであればほとんどの人がサビて

くればペンキ塗ったり、いろいろ維持管理を、特に八森地区の場合は潮霧の対策があ

ります。もう放っておけば何年もたたないうちに腐って駄目になる前に油が漏れるっ

て大変な話なんです。ですので、皆さんこれは気配りしているはずなんですが、今回

町でやるとなると、この維持管理、誰がやるのか。普段チェックするのを誰がやるの

か。これをちゃんとやらないと、これは大変な事故の素になる。当然、ガスの風呂釜

であるだとかそれも同様のことであります。町営住宅ですので、修理費は町で持つの

かなという思いもあるのですが、普段の維持管理ですね、事故のないようにするため

にはやはりきちっとした維持管理、チェックこれをしなければ駄目なんですが、今回

そういうことも、これは入居者で見てくださいよ、いや、これは町で定期的にチェッ

クしますよ、この辺の線引きをするのか、どうかその２点お尋ねをします。

〇議長（須藤正人君） 武田建設課長。

〇建設課長（武田 武君） 最初に町道大沢大信田線塙バイパスの件についてご説明いた

します。お手元の資料に「臨時議会資料」の４ページ・５ページに現状の計画等の資

料をあげておりますのでご説明いたします。今年に入って８月３日に塙自治会の役員

の方々と路線の計画、これを２案示しております。黄色い部分が現在の農道を利用し

たもの、赤の部分が塙川に沿った路線ということで、こちらは協議いただいて承認い

ただきました。で、９月３日に両路線に関わる地権者、この方々に全員通知を出しま

して路線の協議を行っています。現状の農道を利用という極な意見な方がおりまして、

いずれその方向で検討という話にしておりました。で、ここでちょっと赤で楕円形で

囲んでいますけれども、この部分については現在の耕作者がですね、親父さんの名前

になっておりまして、相続登記の段階で連絡の取れない方がいるということをその場

でこう話されたわけでして。これまで耕作者、それらを調べた段階で相続までのもの

までは私方も調査しておりませんでした。現在、耕作者がおられるので、その了解を

得られれば大丈夫かということで進んできたわけですが、補助事業においては、登記

をきちんと取ったものでなければ工事着手をできないというふうな規定がございまし

て、今回この相続事務等きちんとそろうまでは着手できないということで、その事情

を話しながら県と協議してきたわけです。本来であれば地籍調査が入っていなくて境
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界が決まっていないとかそういうところは除けながらということでかなりこの部分の

路線関係にしてもいろいろ調整協議願ったわけなんですけども、今般地権者会議、そ

れらでその旨話されていましたので、県とも協議しながら、事業の振り替えという形

に至ったわけです。

次に、町営住宅の件なのですが、町営住宅は入居の際にこの後議員の皆様にも資料

をお渡しいたしますが、「入居のしおり」という物をつくっていましてその中で入居

者が負担するもの、それから町が修繕するものを明確にしてございます。で、その中

に灯油のホームタンクも個人という形の中で記載されてあったわけですけども最近一

年未満で退去される方とかが出てきていまして、まあ、ホームタンク、簡単に持って

運べるものではございません。それと、かなり腐敗してきているものに関しての維持

管理も適切にされている方、議員のおっしゃるとおり放置のままのもの等いろいろあ

ります。大変ガス・灯油というものは火災等の危険があるものですので、今後におい

ては町の管理の下にという形で行いたいというのが現状、しおりどおりやってきても

ですね、不合理な点が目に付きましたのでその辺のところを改善したいというふうに

考えております。

いずれ、入居して建物に住んでおりますので、内部に入って機器全体の調査という

ことは無理でございますが、たまに不都合・故障等があれば私共で電気屋さん・配管

屋さん、それらを派遣しながら常時危険がないようにはチェックさせております。

それで、町営住宅も古いもので昭和61年、もう24年。建物自体でも償却が切れてい

るような状況になってきております。新しいものでも10年以上経過しておりまして、

内部の機器関係につきましては、修繕するにももう交換する部品がないとかですね、

そういうふうな状況になってきておりますので、今後町営住宅設備機器関係の全体の

保守・点検等行いながら、これらの改修計画も立てていかなければならないという、

一部手元の資料でやっていますが、実態調査しながらその部分も進めて行きたいと

思って考えております。

〇議長（須藤正人君） ほかに質疑ありませんか。１番松岡清悦君。

〇１番（松岡清悦君） あの、塙バイパスの件なのですが、まあ、この事業のみならず地

権者が居られる場合は、最近特にこの家族構成、こういうことからなかなか了解を得

られない、こういう場面はもしかしたらこれからどんどん増えていくのかなという思

いをしています。私も過去に何度かこういうことに携わったことがあります。実際管
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理している人の好意はあるのに法的に権利者の同意が得られなくて執行できない場合、

以前現在もあると思うわけですが、青秋林道の途中の真瀬の林道でもそういうところ

があって、大変な不都合が今状態にあるのだと思います。いずれ公的な道路、あるい

は、公が使用する場合には最終的には強制執行もできるはずなんですが、ここの場所

を見ますと土地改良をやったところなのかなと見えるわけですが、その辺も含めてで

すね、本人が管理している方が駄目だってあればこれ無理なんですが、そういうもう

この先、見通しがたたない場合ですね、そういうことも可能なのかどうか。その辺を

お願いします。

〇議長（須藤正人君） 武田建設課長。

〇建設課長（武田 武君） 今回は国土交通省の補助事業を考えております。で、計画で

は、今年度用地測量等を行い、来年度から買収等にかかろうということで進めており

ます。総事業費は概ね延長が1,100メートル、事業費を２億４千万円という形で考えて

おります。この一部の箇所が登記の収益移転、これを町に移せないということになり

ますと、まだ起債等の充当になりますが、65％という高率な補助金がまずもらえませ

ん。そういうことから考えますと、強制とかいろいろな中では収用法とかというよう

なものがあるのですが、町自体においてそこまで強行な形で行うケースは本当に稀だ

と思っております。で、今回、大信田、塙の役員の方々とも相談したんですけど、そ

の他にも黄色いラインの物でいきますと、構造上の問題で、このとおりの形ではバイ

パス整備は出来ないと。それから赤の塙川の河川の横、これは河川によっては改修断

面ということで、改修する計画。ここの場所、塙川におきましては県が受理しておら

ないのですが、その断面を確保した上で、その横に道路という形で県から話されまし

た。現在、竹生川が河川幅16メートルのものが計画の改修断面は32メートルというこ

とで倍です。ですので、このものも計画するとすれば、この河川の倍以上を河川改修

の用地として確保した上に増築となると、ほとんどの農地が潰れるのではないかと。

上の部分においても改修の黄色い部分におきましてもですね、道路の保線、これを緩

やかにするとなれば、また田が左右に分断される、そういう形のものが出てきて農地

のその面から行くとなかなか全体的には、役員の方々ですけども地権者の了解を得ら

れないのではないかということです。大信田地区の役員の方々とも話し合いまして、

当面は大信田の河川氾濫による孤立防止でありますので、適当な補助事業が見つかれ

ばいいのですが、それがない場合でも過疎債等を使いまして大信田と大槻野に続いて
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いるこの道路間、この間だけは早急に整備して欲しいという要望を受けておりますし、

私たちもこの方向で進まなければならないというふうに考えております。

〇議長（須藤正人君） ほかに質疑ありませんか。２番見上政子さん。

〇２番（見上政子さん） 今、課長が大信田・大槻野の方にという道路も考えているとい

うふうなことでしたけれども、この大信田の人達はやはり長年の願いだったと思うん

です。このバイパスが出来なくなったということで、非常に残念だというふうな大信

田の人の声もありますけれども、まあ話し合いの中で大信田の人達が大槻野の方に抜

ける道路が出来る。まあ、そういうふうな可能性もあるということで、話し合いが出

来たということで、大信田の役員の人達という話ということでしたけれども、これが

皆さんに納得できるものなのか。

また、塙の人達もこの曲がり曲がりの道路に対して長年やはりバイパスが欲しいと

いうことだったということだと思うんですけども、この住民の説明会といいますか変

更になったということで、今後当局としてはどのように住民に知らせていくつもりな

のか。その辺をお伺いしたいと思います。

それとですね、町営住宅の灯油のタンクですけども、お伺いしたいのは、夕凪団地

の新しい棟の方では、住宅建設当初からタンクが設置されているはずです。住宅の建

設当初から設置されたタンクというものは、やはり町の物という意識は当然あります。

で、そこに度々建設当初から何人も何人も入れ替わるたびに一番最後にボロボロのタ

ンクが当たってしまって、入ったときから油が漏れている。そこを通ると油の臭いが

するというのが歴然です。あそこにマッチでもたばこの吸殻でも投げられたら火がつ

く寸前のところもあります。で、油が漏れているので元栓を締めている。そういう人

もいます。そういう人には早急にやらなければいけないんですけれども、ただ建設当

初からタンクが設置されていた住宅がどのくらいあるのか。

それと、夕凪団地の一番古い住宅ですけれども、あそこは当初からタンクが付けら

れていたのかどうなのか。この前、１件空きましたけれども、これから入居者を募集

するにあたって、町の方ではタンクを設置したそうですけれども、町の方で設置した

タンクというものは、これはもう町の設置ですので入居者が何回か変わるうちにもう

これは一番最後に当たった人が貧乏くじを引いてしまうという、そういう形になって

しまいます。今後その住宅、建設と同時に出来た、また町で設置したタンクというも

のについて、どういうふうに取り扱うのか。
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それから、既に油が漏れているところがあります。これは一刻も早くやってもらい

たい。この順番というのも戦々恐々として住民の皆さんは、団地の皆さんは見ており

ます。空き家になったところにタンクが設置されるということで、「じゃあ、おら方

のタンクも取りかえてもらえらったな。」とふうなこともありますので、そこら辺の

ところをやっぱりはっきりしないと団地の皆さんは納得しないと思います。今一度、

夕凪団地の設置のところが何件でしたっけ。まず、もう一つ説明をお願いいたします。

〇議長（須藤正人君） 武田建設課長。

〇建設課長（武田 武君） 先ほど松岡議員のご質問でもお答えしておりますが、入居の

際、入居のしおりというもので、その取扱いでまず運用してきてはおります。で、建

設当時においては、灯油タンクは建設費の中で町が設置しております。そのしおりに

従って合併以降管理してきたわけですが、現状それがそぐわないという形の物が出て

きておりますので、今後においては灯油タンク、これについては、町で整備し、町で

管理という方向で進めたいとそういうふうに考えております。

今回、そういう意味で調査しまして８基分。これは、早急に修繕・交換した方がい

いだろうという形で予算計上していますので、よろしくお願いいたします。

夕凪団地含めて、先ほど申しましたとおり、ホームタンクは町の方で建設している

ことをご報告しておきます。

それから、住民の周知の方なんですけども、大信田の役員の方には大槻野までの道

路、これを早急に何らかの形でということで話して了解していただき喜んでもらえま

した。この具体的なものについては、今後、塙地区の役員とも話しましたが、用地関

係とか路線とかですね、きっちりこちらで確認し、用地の協力等も含めて精査した上

で路線も含めた形でご報告したいというふうに考えております。

〇議長（須藤正人君） ２番見上政子さん。

〇２番（見上政子さん） 今、大信田とか塙地区の役員の方っていうふうなことで言われ

ましたけれども、役員というのはどのような役員の方で、何名の方に説明をしたって

いうことになるんですか。その塙地区とか大信田地区の人達の全体の説明ということ

は考えていないのでしょうか。

〇議長（須藤正人君） 武田建設課長。

〇建設課長（武田 武君） はい。両自治会の役員の方でございまして、大信田、塙とも

７名程度の役員の方々が来ています。役員の方々から住民の方へはいろいろ話される
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かと思います。まあ、役員の方々とも相談して全体の住民の説明会が必要であるとす

れば、説明会は開催したいと思っております。

〇議長（須藤正人君） ほかに質疑ありませんか。７番皆川鉄也君。

〇７番（皆川鉄也君） 先ほど町長からマイタケ採りの遭難の件で報告ありましたが、家

族の方々には大変なご心痛でだろうと思われますし、心からお見舞い申し上げる次第

であります。いずれ、大変な労力を費やしながら一生懸命頑張って捜索にあたってい

ただいて、なおかつ、未だに発見されておらないということで、捜査の方も打ち切り

になっておるようでございます。まあ、遭難された当初、山の方もまだ木にたくさん

葉っぱが残っておりまして、おそらく視界あまり良好でなかったんじゃないかなとい

う具合に推測をする部分もあります。

今現在、山の方、落葉樹が多いわけでございますから、かなり木の葉も落ちまして

見晴らしが良くなったんじゃないかなという気がいたしております。

従いまして、捜査の方、打ち切りという形にはなっておるようでございますが、今

一度ヘリコプターの捜索なり、見晴らしが良くなったわけでありますので、依頼を申

し上げるとかそういった手立て、出来ないものなのか。

もし、予算の関係であれば補正予算で上がってくるもんなのかという気もいたして

おりましたが、補正予算にも上がっておらないようでございますので、出来ればこの

後の町としての協力方について、どのようなことが考えられるのかですね、家族のた

めにもですね、何らかの手立てをしていただければありがたいんじゃないかなと思う

のですが、町長から一つ答弁いただければと思います。

〇議長（須藤正人君） 今回の補正予算とは関連のない質問でありますが、特に答弁をお

願いしたいと思います。

休憩します。

午前１０時５４分 休 憩

…………………………………………………………………………………………………………

午前１０時５６分 再 開

〇議長（須藤正人君） 休憩前に引き続いて会議を開きます。

７番議員の質問対して答弁をお願いします。加藤町長。

〇町長（加藤和夫君） まず、捜索全体については、一定のルールがあって、そのルール

の範囲内で今回は捜索を開始して終了したとこういうことになっております。
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今、おっしゃられたような新たな条件として出てきたものもありますけれども、そ

うしますと、今後の扱いとしてそういうものも加味していかなければならないという

状況になります。それから、もう一つは、ヘリコプターの要請等については、果たし

てやったときにすぐ応えてもらえるのかどうか。ここら辺も消防署なり警察の方とも

聞いて見なければならない状況もございますので、ちょっとこれは時間を貸していた

だかなくてはいけない。

そして、あまり公式な要請というのは、おそらくなかなか難しい要素もありますの

で、なんとなく非公式な形の部分も多分出てくるのではないかというふうな感じも予

想されます。

ただ、いずれにしても、先頃、猟友会の方からも私も提起された経過もありますの

で、何らかのことが取れないのかどうかちょっと調査をしたいと、そういうふうに

思っております。

それから、今回の捜索に対して、予算は、今回の捜索の経費は、予算で間に合った

わけでありますけれども、この後ですね、何かが出てきたときは確かに予算を補正し

なければならないという状況は出てくることになると思いますけれども、当面、今回

の捜索に関わるものに関しては、予算で間に合っているということで、あえて今回補

正を組まなかったということでございます。まあ、何か緊急の場合があれば当然お願

いをしながら補正をするということになりますので、よろしくお願いをしたいと思い

ます。

〇議長（須藤正人君） ほかに質疑ありませんか。３番柴田正高君。

〇３番（柴田正高君） 10ページの道路新設改良についてお尋ねいたします。

町道蝙蝠渕改良工事についてであります。工事費が2,200万円。それに対して測量・

設計業務の委託が800万円。約30％が測量・設計業務の分であります。当然、工事の内

容といいますが、概要に伴う設計委託料だと思うんですよね。工事の内容がそれなり

に複雑であったりとすれば当然、設計料等も高くなるのは当然だろうと思うんですけ

れど。ですから、工事の概要についてご説明をお願いします。

それからもう一点。結構、この広域農道、交通量が多いわけです。工事にかかった

場合にですね、片側通行止めとして工事を行うのか、全面通行禁止して行うのかです

ね、そこの点についてもお尋ねいたします。

〇議長（須藤正人君） 答弁を求めます。武田建設課長。
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〇建設課長（武田 武君） 資料の方の６ページを見ていただきたいと思います。蝙蝠渕

線でございますが、測量・設計につきましては、全延長1,216メートル。それから、改

良工事につきましては、延長を950メートルというふうに考えておりますが、大変路床

といいますか、そのものがどういう状況なのか。これは路床調査、ＣＢＲ検査等を行っ

て、そのもので事業費を貼り付けながら、どの程度延長行くのかというふうな設計にな

ろうかというふうに考えてございます。

いずれ、路床が悪い場合には土の入れ替えとかそういうものも出てきますので、工

事費をその部分で食う形なり、延長で調整しなければならないと思っております。

今回、大信田バイパスのこの振り替えとして、予算枠的に3,000万円というふうな形

で貼り付けられましたので、測量試験費は、現在措置できるもの、査定して設計積算で

出したもの、その残りを工事費としてみておりますので、ご了解願いたいと思います。

あと、工事の施工方法についてなんですが、まだこれから設計を組み、具体的にな

るわけですけども、このとおりの幹線道路でございますので、全面通行止めという形は

取られないものというふうに考えており、片側の交互通行、そういう形での工事という

ことになろうかと思っております。

〇議長（須藤正人君） ほかに質疑ありませんか。３番柴田正高君。

〇３番（柴田正高君） だいぶ舗装表面がひび割れして相当痛んでおります。わだちも出

来ておりましてですね、そのひび割れのところに雨水等が流れて、また、それが凍って

また翌年度になれば穴ぼこになったりということで、改良は必要だなと私も思っておっ

たわけだけども。まず工事の順序としましてですね、課長の説明の中にですね、測量・

設計調査の過程においてですね、当然工事費が上がったり下がったりするんだろうと思

うんです。路盤が著しく痛んでおったりということになれば、まあ当然それが工事費が

高くなる、そういうことになるんだろうと思います。ですから、物の順序といたしまし

てはですね、本来であれば調査が先にあって、それから調査の結果に基づいて、設計業

務が行われ、それで工事費が確定するというのが、本来の姿だと思うんですね。ですか

ら、こういう具合に一編に測量、設計、それから工事費が出てくるというのはちょっと

筋が違うのではないだろうかと。こういう気がいたします。

それから、単に舗装を仕直しするというのであれば、測量業務は必要ないのかなと

そのように思われます。新設とか拡幅等であれば測量という業務も当然それに伴うわけ

です。改良であれば測量業務が必要なのかどうか。それについて説明してください。
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〇議長（須藤正人君） 答弁を求めます。武田建設課長。

〇建設課長（武田 武君） 予算の名称で測量となっておりますが、主には路床の検査、

そういうものを行いながら、実態的な道路構造に沿った舗装改良という工事で考えてお

ります。ちょっと測量が入っておりますが、実際的には地形測量とかそういうことでは

なくて、路線、これにナンバーを打ちながらその幅員のものでどういう工手をやってい

くかというふうな調査をしながらということですので順序的に調査設計、これを行って

実施の設計を合わせて行うという形のものから工事実施設計の基に進めたいと、そうい

うふうに考えております。

〇議長（須藤正人君） ほかに質疑ありませんか。３番柴田正高君。

〇３番（柴田正高君） 私の質問に答えていないという気がいたします。

本来あればですね、もう一度繰り返しますけども、今課長が検査というお話をして

いましたので、本来であれば検査が先にあってですね、それから検査の内容に伴った設

計が行われる。それで初めて工事の内容がでてくるわけですよね。それで、初めてこう

いう工事が必要ですよと。それで、そういう工事に対していくら工事費がかかるんです

よと予算に出てくるのはわかるんです。この設計と工事の金額が当然出てくるというこ

とであればですね、課長のその検査というのは何なのか。ちょっとおかしいのではない

ですかと私が質問しているわけです。それについての説明をしてください。

〇議長（須藤正人君） 武田建設課長。

〇建設課長（武田 武君） 先ほど申しましたとおり、路床の検査。これをあわせながら

実施設計を組んで行きたいと考えております。調査だけで実施設計は別の会社というわ

けではなくてですね、調査も出来、実施設計も出来るコンサルにお願いしようというふ

うに考えております。

それから、この事業は今年度3,000万円で全体がまず出来るわけではございません。

来年度また補助の申請をしながら最終的には全長ですね、これを改良したいというふう

に考えております。

〇議長（須藤正人君） ほかに質疑ありませんか。３番柴田正高君。

〇３番（柴田正高君） ですから、調査・検査の結果によってですね、この工事費が上下

する場合も出てくるんですねと。伺っているわけです。それについて。

〇議長（須藤正人君） 答弁を求めます。武田建設課長。

〇建設課長（武田 武君） 事業の振り替えでして、今回3,000万円という枠の中でです



- 21 -

ね、路床の調査を含めた実績それから残り800万円、残りの2,200万円で金額要件なので

すが、それで道路改良を行いたいという考え方でおります。

〇議長（須藤正人君） ほかに質疑ありませんか。

休憩します。

午前１１時０８分 休 憩

…………………………………………………………………………………………………………

午前１１時１０分 再 開

〇議長（須藤正人君） 休憩前に引き続いて会議を開きます。２番見上政子さん。

〇２番（見上政子さん） はい。引き続き柴田議員とちょっとかぶるかもしれませんけれ

ども。今、大信田バイパス線が急遽廃止するということで。その分として蝙蝠渕改良

工事ということが急遽上がってきたと思うんですけども、話を聞きますとこれは前

もっていろいろと手をつけなければいけない大事な工事だったのかどうなのか。それ

はまあ、来年度予算の中でこれをきっちりあげるものではないかと思うのですけども、

急遽これをもってきたこのことが来年度に向けて出来ないのか。これを大信田線を新

設することによって、これをすべて取りやめるということで、代替ではなくてこれを

減額するという措置は考えられない、難しいことなのか。その辺をちょっとお聞かせ

ください。

〇議長（須藤正人君） 答弁を求めます。武田建設課長。

〇建設課長（武田 武君） 塙バイパスについては、先ほど申しましたとおり、用地関係

の問題等がございまして今回、平成22年から25年までの工事計画でおります。で、こ

の塙バイパスの完成後において、蝙蝠渕線の改良工事ということで、連続した形での

事業を計画しておりました。で、今回この補助事業に関しまして用地でどうしても事

業の遂行が着工が出来ないと相談の中で蝙蝠渕線、補助事業として計画を組んでおり

ますこの物を前倒しで持ってきて実施し、補助金を返還することなく、現在与えられ

ている補助金を有効に活用したいと考え方から、今回補正予算で振り替えております

ので、そういうことでご理解願えればと思います。

それから、蝙蝠渕線については、柴田議員もおっしゃっているとおり、凍上災等で

ひびが入って、かなり穴埋め等は行ってきていますけれども、９月の定例でこれだけ

の施行は行いたいということで、道路維持費に見ておりました。この部分の改修も含

めて、今回の補助事業を活用し、全面的な改良を行いたいという考え方でございます。
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〇議長（須藤正人君） ほかに質疑ありませんか。２番見上政子さん。

〇２番（見上政子さん） アスファルトを改良するだけではない大変な事業のような気が

するのですけれども、フラの斜面には手をつけないで、まあ、走ってみれば確かにデ

コボコで水溜りがあります、あの区間だけが。ありますので、簡単に考えればアス

ファルトで穴埋めするくらいそんなにお金がかからないのではないかなと素人判断で

思うのですけども。それに3,000万円かけるということは、単なるこの道路の改修だけ

の改良というだけのことなんでしょうか。もう一度、お聞かせください。

〇議長（須藤正人君） 武田建設課長。

〇建設課長（武田 武君） 一般に広域農道と言われておりまして、道路の構造では農道

の構造で作られておりまして、路床等が安定していない箇所に道路という形のものが

見えております。で、今回の箇所においてもやっぱり路床が弱くてひびが入っている

ものと考えられますので、今回は道路法に基づく、道路構造に則った形の道路改良に

したいということですので、道路であれば全部舗装されればそれでという考え方もあ

るんですけども、農道・林道等においては、道路とその作る規格関係が違いますので、

今回はきちんとした道路法に基づいたところでの改良を考えております。

〇議長（須藤正人君） ほかに質疑ありませんか。11番阿部栄悦君。

〇１１番（阿部栄悦君） 何度も何度も似たような質問が繰り返し出ておりますので、大

変恐縮に存じますけれども。あの、まず大沢大信田バイパスについて、確認といいま

すか考え方をもう一度お伺いしておきますが、この路線は前から、相当昔から要望が

多くてですね、何度も何度もそれに取り掛かってきましたが、最終的には大方の賛成

があるにもかかわらず、最終的にはどこかの誰かが反対するという地権者のそういう

ものがあって、これ計画が中止になって、また要望が出てくる。で、これの繰り返し

でここまできたわけで、この計画で大変喜んで、これがさらに延長されれば横内の方

まで来ることもできるのかなということで、いいなと喜んでおったわけなんですけど

も今回また同じ要因でそういうことでなったと。

ですから、これはやっぱり、その辺を十分考慮してあそこの場合はかかっていかな

いと、まず用地買収で失敗してしまうということであります。

ですから、まだ、ここが完全中止で、もう大信田塙バイパスは考えないということ

ではないだろうと思いますので、今後ですね、場合によっては、ここの場合は強制の

ことも考えなくてはいけないのかなということまで含めて、一つ今後、計画をあと中
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止ということではなく、考えていただきたいと思うんですが、この辺の考え方を一つ

お伺いしておきたいと思います。

それと、もう一つですね、すみませんが。今の蝙蝠渕線ですが、このことについて

私も大賛成であります。大いにやっていただきたいわけですけども、蝙蝠渕橋の手前、

能代寄りですね。道路の側溝があるんです。能代に向うと右側ですが、道路の側溝が

来てます。それがこうちょっと下がっていって、蝙蝠渕橋の橋脚の下に行ってるんで

す、最後。その橋脚の横を流れている側溝が橋の近くになるにしたがって滅茶苦茶に

なっている。

それで、水沢住民が要望しております。ですから、担当は十分分かっているはずで

すが、この際、測量・設計業務の委託が入っておりますので、それも出来たら含めて

もらったら大変ありがたいんですけども。その改良は今回の改良にはまあどうなって

いるかですね。で、あれだけ別にまた側溝改良やるってなると大変でしょうからこう

いう機会にその橋の橋脚の下を行っているんですよ。その側溝があっち向いたりこっ

ち向いたりで用をなしていないということですので、それを是非見ていただいて含め

るによければ是非含めてもらいたいということですが、今の計画の中にはそれはある

のですか、どうなんですか。

そして、もし、そうだとすればどうしたいのかお伺い出来ればありがたいと思いま

す。

〇議長（須藤正人君） 町長から答弁を求めます。加藤町長。

〇町長（加藤和夫君） お答えいたします。

今、歴史的な背景がいろいろあるということは議員のおっしゃるとおりでございま

して、我々も長年の懸案であるということで是非とも実現をさせたいなということで、

努力してきたわけですけども、今回はこのような結果に今のところなっております。

ただ、将来的に完全にあきらめたのか、もうやらないのかというとそうではなくて、

そういう問題さえ解決できれば再度取り組むという気持ちでおります。

ただ、実際大信田の地域の人が主に利用するわけですけども利用する側と用地を提

供する側が違うという状況もある程度問題もあります。

それから、大信田の方から今現在出されているのはとにかく今、道路が一本しかな

いのでこの間みたいに水害があった際には抜け道がないと。

したがって、大槻野に出るような道路さえ確保してもらえれば、そんなに我々とし
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ては。という話もあるわけですので、何らかの手を尽くしてとりあえず代替になる路

線については、当面できるだけ早く完成させて、今おっしゃったバイパスについては、

課題として残しながら用地等いろいろ蹴りがつけば手をつけていくということにした

いと思います。

それから、後段の方につきましては、要望が上がってきているのは重々分かってお

りますので、いずれかの形で手をつけなければならないなということで、現在検討を

進めているわけでございますけれども、たまたま今蝙蝠渕線の改良工事もございます

ので、こういった形のものと連動しながらやれるかどうかですね、出来るだけ実現す

る方向で頑張りたいと思いますのでよろしくお願いします。

〇議長（須藤正人君） ほかに質疑ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（須藤正人君） 質疑がないようですので、これより討論を行います。討論ありま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（須藤正人君） 討論がないようですので、討論を終わります。

これより、議案第101号を採決します。お諮りします。本案は原案のとおり決定する

ことにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（須藤正人君） 異議なしと認めます。したがって、議案第101号は原案のとおり

可決されました。

これで、本日の日程は全部終了しました。

本日の会議を閉じます。これをもって平成22年第５回八峰町議会臨時会を閉会します。

ご苦労様でございました。

午前１１時２２分 散 会
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上記会議の次第を記載し、これに相違ないことを証明するためここに署名する。

八峰町議会議長 須藤正人

同 署名議員 ９番 山本優人

同 署名議員 10番 佐藤克實
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